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I．学校の現況 
 

（１）学校名及び設置者(学校法人名・代表者名） 

 

  ドレスメーカー学院   学校法人杉野学園 ・中村賢二郎 

 

（２）所在地及び認可年月日（所轄庁名） 

 

東京都品川区上大崎 4-6-19  昭和 6 年 1 月 22 日 （東京都） 

 

（３）沿 革 

 

1926 年 ドレスメーカー･スクール（同年、ドレスメーカー女学院と校名変更/現・ドレスメーカー学院）創立 

1927 年 速成科・研究科・師範科を順次開設 

1930 年 洋服本科（1 年制）を開設 

1931 年 東京府の認可校となる 

1939 年 デザイナー科（現･アパレルデザイン科）（1 年制）を開設 

1961 年 男女共学制のドレスメーカー養成科（2 年制）を開設 

1968 年 職業科（のちに「産業教育科」現・アパレル技術科）を開設 

1976 年 専修学校制度の実施により服飾専門課程（専門学校）として認可される 

1988 年 ドレスメーカー女学院をドレスメーカー学院と校名変更 

1995 年 洋服本科・師範科（1 年制）とレスメーカー養成科（2 年制）を合わせて 

服飾造形科（2 年制）と名称変更 

2000 年 ファッションビジネス科(2 年制)を開設  

産業教育科を改組しアパレル技術科（3 年制）と名称変更 

2007 年 高度アパレル専門科（4 年制）を開設 

      デザイナー科をアパレルデザイン科（1 年制）と名称変更 

2017 年 アパレル技術科、高度アパレル専門科 文部科学省より職業実践専門課程として認定される 

2018 年 服飾造形科、ファッションビジネス科 文部科学省より職業実践専門課程として認定される 

 

 

（4）課程・学科の構成(平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

課程名 学科名 開設年月日 修 業

年限 

入学定員  収容定員 

服飾専門課程 

 

 

 

服飾造形科 1995 年 4 月 １日 2 70 名 140 名 

アパレル技術科 2000 年 4 月 １日 2 30 名 90 名 

ファッションビジネス科 2000 年 4 月 １日 3 30 名 60 名 

高度アパレル専門科 200７年 4 月 １日 ４ 15 名 60 名 

アパレルデザイン科 200７年 4 月 １日 １ 35 名 35 名 

合  計 180 名 385 名 
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（5）学生数及び教員数： 

 

※複数の学科を設置している場合は、学科毎の数値を指定様式に記載の上参照資料に綴ってください。 

 

 学生数 専任教員数 兼任教員数 

平成30年5月1日現在 195 名       16 名     27 名 

平成29年5月1日現在 196 名 12 名 27 名 

平成28年5月1日現在 214 名      12 名 27 名 

    

※ 非常勤教員は兼任教員数欄へ記入してください。 

 

  教員名簿を別途指定様式に記入の上参照資料に綴ってください。 

 

 

(6)施設の概要 

  

 別紙資料のとおり 

 

 ※指定様式に記載の上、参照資料に綴ってください。 
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II．各基準の基本方針 
 

教育理念・目的・育成人材像 
 

 

杉野学園（以下「本学園」という。）の建学の精神は「挑戦の精神」「創造する力」「自立する能力」である。

本学園は、建学の精神を基に、この３つの力を養うことを教育理念としている。 

目的は教育基本法に則り「本学院は教育基本法、学校教育法および建学の精神に基づき、個人を尊重

し、豊かな人格を養うとともに、服飾に関する理論、技術を教授し、職業または実際生活に必要な創造力、

実践力を備えた有能にして健全な社会人を育成することを目的とします」と教育理念に沿ってドレスメーカー

学院学則で定めている。 

育成人材像は専門分野に鑑み、「服飾の知識と技術を確実に身につけて、服飾産業の世界で絶えずチャレ

ンジ精神をもって創造力を発揮し、専門職業人として自立できる人材」と教育理念に沿って定めている。各

科の育成人材像は、２０１５年度の自己点検評価委員会で見直しを図り、その後２０１８年度にディプロマポリ

シーの中でも定め見直しを図っている。また、ドレスメーカー学院（以下「本学園」という。）は、理念が覚えや

すいように「教育理念と Doremeの特色 3つの C」として[Challenge][Creative][Career design]を本年発行し

た入学案内に掲載した。 

教育理念は広く一般社会でも必要な能力とも捉えられるが、「想像する力」は専門分野の特性を明確にして

いる。目的、育成人材像は理念を生かしながら専門分野の特性を明確にしている。各科でもカリキュラム分

類一覧（理念のマトリックス）に落とし込み、教育理念・目的・育成人材像に応じ、服飾産業の分野に人材を

輩出するため、服飾専門課程を設置し教育活動を行っている。 

 

教育理念・目的・育成人材像は、ホームページや入学案内で一般公開している。また、今年度はコロナ禍の

ためオンデマンド配信となったが、毎年、教育理念等を取り上げた「杉野芳子 DVD」を見せている。学生手

帳（Campus Guide & Diary）や「D.M.J 会誌」を学生に配布し、周知する取組みを行っている。 

 

本年度はコロナ禍のため中止した行事も多く、理念等の達成に向けて、4 月より授業再開に向けて集中的

に準備を行った結果、5 月からオンライン授業を、6 月より三密を避けた対面授業を開始することができた。 

本学院は職業実践専門課程の認定を、対象となる４科（対象外となる進学課程のアパレルデザイン科を

除く）で受けている。本年はコロナ禍なので、規模は縮小したものの「a.saught」デザイナーの指導によりアパ

レルの OEM を想定したサンプル制作を学ぶ「商品企画」、「HISUI」デザイナーの指導により歴史からデザイ

ンを学ぶ「クリエイティブ実習」、「Mannequins JAPON」と「スタイルテックス」との協力で、ツイル素材の特性を

活かした量産コートを学ぶ「自由制作」、「産経新聞社」のサスティナブル事業「ふくのわプロジェクト」への参

画、雑誌「乙女のソーイング Book」とのタイアップによる作品制作など、産学連携により特色ある授業を実施

し、理念である「挑戦する精神」「創造する力」を養っている。 

カリキュラムの内容を更新するにあたっては、関連業界から選任した委員で構成された、教育課程編成委員

会で業界が求める人材要件についてのアドバイスを受け、カリキュラム、シラバス、自己点検・評価の「基準３ 

教育活動」を検討し、PDCA サイクルでその意見を反映している。非常勤講師は関連業界における経験を重

視して採用している。また、関連業界・団体からの紹介を経て採用する場合もある。毎年 3 月には非常勤講

師と講師会を開き、業界との協力関係や相乗効果が生まれるよう努めている。さらに有能な業界関係者によ

る特別講義も行っており、最新の動向が学べるように教育している。 

教材等の開発において、Sugino ボディ２体を株式会社キイヤと共に開発し、Doreme Drop Curve 尺を株式

会社コンサイスの協力を得て製作し、２０１９年度に改良を行い２０２０年４月に販売開始した。以上のことから

も各科の特徴を生かしながら関連業界から協力を得て産学連携の授業を行っていると考える。 

 

本学園の中期計画は５カ年で定めている。毎年４月１日に理事長が学園の全教職員に対して将来構想の

趣旨を説明し、同日院長より本学院についての将来構想の趣旨を教員に説明しているが、今年度はコロナ

禍なので、書類の配布に留まった。 
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教育改革は２０２０年度の実施を目指して２０１７年より進行中である。２０１８年度からは、社会のニーズ等を

踏まえ５年計画でアパレル CAD のバージョンアップを計画している。関連業界には教育課程編成委員や学

校関係者委員などで自己評価報告書を渡し、報告している。学生保護者には自己評価報告書をホームペ

ージに掲載すると共に、図書館に公表用の書類を設置して閲覧できる態勢は整えている。 
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学校運営 
 

本学園の運営方針は、単年度の事業計画書を作成し、理事会、評議員会において審議し、議事録を作

成し文書化している。本学院における運営方針は事業計画以外にも「本年度の重点項目と達成計画」として

定めており達成計画、取り組み方法を踏まえて文書化している。 

通常、学園の運営方針は４月当初に開催される学園の教職員全体会議（教員・職員）において、必要書

類を配布して、理事長が説明し、周知徹底を図っているが、今年度は、コロナ禍の対応に集中したため書

類の配布に留まった。本学院では９月７日に行った、第２回 自己点検・評価委員会で「本年度の重点項

目と達成計画」として周知した。 

 

本学院では現在の中長期計画に基づいて学校運営は行われており、２０２０年度の事業計画は本学園の

理事会、評議員会において承認され、策定している。事業計画の執行体制、業務分担等は立案の段階から

明確にしている。本年度はコロナ禍で様々な行事が中止となったが、主任会議やそれぞれの委員会におい

て執行・進捗状況を把握している。 

 

運営組織は、学校法人に必要な事務及び教学組織は、「学校法人杉野学園管理運営規程」（２００４年７

月１日施行)「学校法人杉野学園事務分掌規程」(１９９７年４月１日)に規定し、それに基づいて適正な運営が

されている。本学園は理事会に提出する議案に関する規程を整備し、理事会の議事録も開催ごとに作成さ

れている。評議員会も行われ、評議員会議事録も開催ごとに作成されており学校運営に反映されている。本

学院規程の運用については学校教育法の改訂の都度、文部科学省等の方針に従って理事会、評議員会

の審議を経て改正手続きを適正に行っている。寄附行為は、必要に応じて改正する措置を講じている。 

 

「学校法人杉野学園管理運営規程」に基づき業務の適性な運営および責任体制について明確に整備を

図っている。本学園等の適切な事務の執行を図るため「学校法人杉野学園分掌規程」を定め、毎年度、現

状の組織を体系化した組織図を作成し、教職員に配布している。「学校法人杉野学園事務分掌規程」により

各部署の役割分担・業務の範囲を、「学校法人杉野学園管理運営規程」により職層、職務上の権限や責任

を明確にし、教職員には職務分担を配布し、それぞれの配置を確認している。院長が招集し主催する学科

長会議、主任会議、カリキュラム会議、学生募集実行委員会は決定権限、委員構成は「ドレスメーカー学院

の運営に関する諸会議規程」において明確にしている。「自己点検・評価委員会規程」「学校関係者評価委

員会規程」は、それぞれの規程において決定権限、委員構成を明確にしている。「学科長会議」以外の諸会

議は議事録を開催ごとに作成している。本学園の円滑な運営を図るために「学校法人杉野学園規程集」に

基づいて管理運営、人事、給与、服務、財務、経理規程の整備をして適正な運営を図っている。 

 

本学園における教職員等の就業の基本的事項については、「学校法人杉野学園就業規則」に定められ、

これに基づいて運営がなされている。教職員の処遇に関しては、「学校法人杉野学園給与規程」等に基づき

適切な運用に努めている。教員の採用は学校教育法、専修学校設置基準に基づく教員の資格要件に従っ

て各専門学科の教育内容の適格者を採用し教員数を確保している。事務職員の採用は、組織の年齢構成、

専門性などを考慮しているが、ポストによっては専門性を有している比較的高齢の経験者も採用している。

本学院における教職員の採用にあたっては、履歴、業績審査、面接等により、相応しい人材の確保に努め

ている。給与は、「学校法人杉野学園就業規則」、「学校法人杉野学園給与規程」を遵守し、適正な運用を

している。各教職員の職務状況は院長が把握しているところから、理事長は必要に応じて意見聴取を行い、

評価・評定をしてその結果に基づき次年度の昇格・昇給を決定している。人事考課制度については、認識

はしているが、本学院では小規模校ということもあり、規程化はしていない。 

 

教務に関しては、学科長会議で立案し、その後主任会議、カリキュラム会議を経て院長が決定する。教務

の内容が人事、財務に関わる場合は院長が理事長に相談し、理事長が決定する。財務に関しては、毎年度

に事業計画、予算を立案作成し、理事会、評議員会の審議を経て決定し、各部局に予算の配分を行ってい

る。決定した予算は分配した経費に従って稟議書を通して執行される。財務に関しては理事会、評議員会
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の審議を経て決定している。意思決定システムはそれぞれの事務、事業に従って規則・規程を定めて明確

にしている。 

 

すべての教室、事務室にネットワークを整備、学校向け総合事務システムを構築、学生情報を管理、業務

処理に利用している。「学校法人杉野学園情報通信ネットワーク規程・細則」及び「学校法人杉野学園情報

セキュリティポリシー」に基づき、情報システム内に教職員用共有フォルダを設定、学生情報・事務業務情報

などに活用している。各担当教職員は適宜、情報を更新、提供している。利用者は必要な情報を得て、学生

指導、事務業務などに適時適切に対応している。学生情報管理については、学校向け総合事務システムを

稼動させ、データの更新を含め適切に利活用している。共有フォルダ、学校向け総合事務システム共に担

当教職員は適宜、情報を更新、最新の情報を蓄積している。学内システム、学校向け総合事務システム及

びネットワーク機器は、それぞれ保守契約を締結し、定期的なメンテナンスを実施している。ファイアウォール

による不正アクセス・不正侵入防止、ID/パスワードによるセキュリティー管理を実施している。 
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教育活動  
 

本学院の教育課程については、学則第１条の目的に沿って、構成されている。 

創設者杉野芳子が掲げた、建学の精神 ①挑戦の精神、②創造する力、③自立する能力を養うことを教

育理念とし、１年次より服飾造形科、アパレル技術科、ファッションビジネス科、高度アパレル専門科の４科と

進学課程のアパレルデザイン科を設け、特色のある専門教育を実施している。 

 

各科で履修する科目については、専門科目と一般科目に区分され、さらに専門科目は、服飾造形関係、

服飾関係、産学連携関係に分類されている。服飾造形科、アパレル技術科、ファッションビジネス科、高度

アパレル専門科の４科が「職業実践専門課程」の認可を得たことで、より職業教育を意識した授業を全科で

実施している。 

各科の育成する人材像を明確にし、学年ごとの教育到達レベルを掲げている。１年次では、基礎教育を

中心に、2 年次以降からは、ファッション業界に対応した専門分野を深く学ぶ。以上のことは、カリキュラムポ

リシー・ディプロマポリシー、各科の育成人材像に沿って明確に方針を定めている。 

各科のカリキュラムについては、院長主導のもと、特徴を活かすべく、学校関係者評価委員会、教育課程

編成委員会での意見を反映し実践的かつ専門的な職業教育に適した教育課程を編成している。 

また、授業計画（シラバス）において、科目ごとに授業時間数、単位数、講義、演習、実習を明示し、毎年

カリキュラム会議で内容の見直しを行っている。 

毎年実施している学生による授業アンケートは、常勤・非常勤教員の担当する全科目を対象とし、評価結

果を授業内容および授業環境の改善、教員の意識向上に反映させている。 

キャリア教育においては、各科でコミュニケーション、マナー等学生個々のスキルアップを向上させる科目

を実施しているが、就職部主導による学院全体のキャリア教育を２０１９年度より実施している。 

 尚、卒業１年前の年次に実施している、「キャリアガイダンス」はコロナ禍のため休止している。 

本学院における成績評価、修了認定、進級、及び卒業判定については、学則に定めており、学生にも適

宜確認できるよう Campus Guides & Diary に明記、各授業科目の評価方法は、シラバスに明記し学生に周

知徹底している。入学前の学習および他の専修学校における授業科目との単位互換についても学則に定

めて適切に運用している。 

学内、学外のコンテスト等の成果報告は、「D.M.J 会誌」やホームページ等の SNS を活用し広範囲に告知

している。 

 

各科の目標とする資格取得は、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー、育成人材像に沿って目標を定

め、合格を目指し検定対策の指導にあたっている。今年度も、アパレル技術科 3 年よりパターン検定１級の

合格者１名を出した。 

 

各科の教育目標に即した教育を実践するために、教員の採用には学校教育法、専修学校設置基準に基づ

く資格要件及び各科で求める専門性の高い教員、必要な知識や技術を指導できる者を採用している。特に、

関係業界で働いた経験をもつ専門性の高い特任教授や非常勤講師の採用、各科の産学連携授業では関

係業界のプロフェッショナルな人材を講師に迎え、専門分野の最新の知識や技術を共有している。服飾造

形担当教員は、毎年作品制作と研究発表を行いテキスト、資料を作成している。但し、2020 年度はコロナ禍

により、ドレメセミナーは開催しなかった。 

専門性とともに教員の教授力向上のために、積極的に各科から学外の研修会に参加している。 

教員組織体制は、担任制で学科長と学年主任を任命し、縦横の双方向から学習支援及び生活指導を行っ

ている。校務としての会議や学校行事には責任教員を置き、年間を通じてスケジュール管理、役割分担等を

決めている。各会議の決定権限、委員構成を「ドレスメーカー学院の運営に関する諸会議規程」において、

業務分担や責任体制を明確に定め、毎回会議議事録を作成している。 

但し、２０２０年度はコロナ禍のため、会議や行事はオンラインで行うなど感染防止に努めた。  
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学修成果  
 

本学院は就職率１００％を目標にしている。教育の成果を示す重要な指標の一つでもあるため、学びを活

かした専門性の高い職種で内定を得ることができるよう、個別面談で学生の希望職種や個性・資質を的確に

把握し、活動内容を進路調査カードに記録し、教員と連携しながら段階的に支援を行っている。企業や業界

との連携を図りながら活動に向けての意識を高めている。 

 

本学院の専門性とカリキュラムの特性上、国家資格を含む資格、免許の取得を目標としていないが、各科

において必要と思われる検定の取得を必修とし、合格率１００％を目指し、それぞれの検定試験に対し目標

を掲げて指導の強化を図っている。特に、パターンメーキング技術検定では、プロレベルといわれる 1 級に２

年連続で合格者を出した。また、本学園は各種検定の会場校となっている。 

 

卒業生に対する卒後の評価について、企業等の訪問は特に行っていないが、担任制をとる本学院では

卒業後にも連絡がとりやすく、卒業生の動向や活躍の様子を確認しやすい環境にある。様々な情報は、卒

業年次の担任をとおして報告される。 
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学生支援  
 

就職等進路については、本学院は服飾の専門学校であり、学生の 95％がファッション業界への就職を希

望しているため、就職活動は本人の満足度を第一と考え、学生が希望の職種、学びを活かした専門性の高

い職種で内定を得ることを目標に支援を行っている。 

主な取り組みとしては、アパレル企業人事経験者、社会教育主事、キャリアコンサルタントの資格を持った専

門の職員を配置した支援組織体制を整備している。 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令で、例年通りの対面での就職支援はできなかった

ため、各企業からいただいた求人・説明会情報などは、その都度学生にメール配信して情報提供を行った。 

また、新型コロナ感染症拡大により雇用情勢も影響を受け、ファッション業界においても新卒求人が激減

しているため、より幅広い職域・職種での新規求人を確保することが必要である。 

 

中途退学への対応については、本学院では中途退学者への対応が重要であると捉え、退学の予防に取

り組んでいる。２０１２年度より９年間の集計を行った結果、１年次での退学者が２年次以降の数値を大きく上

回っており、初年次での退学者を減少させることが重要と捉えている。 

主な取り組みとしては、欠席、遅刻、作品遅滞等の多い学生には、本人への注意と保護者への連絡を行

っている。今年度はコロナ禍のため電話などで連絡をとり退学防止に努めている。 

また、今年度はコロナ禍の影響か精神的問題で退学者が増加した。メンタル面では専任カウンセラーの

個人面談を実施し、学力的には補講などのサポートや、オフィスアワーを設けるなどして学生が質問しやす

い環境を整えている。 

 

学生相談ついては、入学から卒業まで、学生が学業を全うする過程で抱える様々な悩みや困難に対応す

るためには、学生相談体制を整えることは必要と考えている。また、母国を離れて不安を抱えながら留学生

活をしている留学生に対し、充実した受け入れ体制と支援体制を整備することは学校としての責務であると

認識して対応している。 

主な取り組みとしては、臨床心理士の資格を持つ併設大学の心理学担当の専任教員がカウンセラーとし

て常駐する学生相談室の設置。２４時間健康相談に応じる電話健康相談システム「杉野学園ヘルスサポート

センター」を導入して夜間対応や緊急時の医療機関の紹介ができる体制を整備している。 

留学生に対しての相談支援体制としては、学生部に留学生担当を設けて、状況に応じて担任、教務課職

員、就職部、医務室、学生相談室などと連携して適切に対応している。また、毎年４月と長期休暇前には、

留学生のためのオリエンテーションを実施して、在留期間、資格外活動（アルバイト）先などの情報、授業の

出欠状況、奨学金、入国管理局での手続き方法など在籍管理等生活指導を含めた説明会を行っている。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令され 4 月から 5 月末までオリエンテーショ

ンなど学校行事や対面授業を中止したため、全学生宛に学生相談室や杉野学園ヘルスサポートセンターの

利用方法について文書を郵送して告知した。また、留学生にはメールや電話で連絡をとり指導を行った。 

  

学生生活については、学生が有意義な学生生活を送るためには、経済的支援、健康に関する支援、遠

隔地からの学生への支援、課外活動に対する支援など様々な支援が必要であることを認識し、支援体制の

整備に努めることを目標にしている。 

主な取り組みとしては、経済的支援体制として給付型奨学金や授業料減免制度の設立。私費外国人留

学生対象の授業料３０％の減免の実施している。 

 例年、奨学金の申し込みの機会を逃すことがないようにオリエンテーションや保護者会などで説明を行って

いたが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大によりオリエンテーション・保護者会など中止した。そのため、

ホームページへの掲載と同時に全学生宛に関連資料を郵送して告知した。今年度からスタートした高等教

育への修学支援新制度については、2021 年度も引き続き支援対象校として申請して、認定された。 

学生の健康管理を行う体制については、看護師常駐の医務室や専任カウンセラーが常駐した学生相談

室を設置している。その外 24 時間健康相談に応じる電話健康相談システム「杉野学園ヘルスサポートセン

ター」を導入して学生の健康管理を行う体制を整えている。また、近隣医院と連携を図り緊急時の対応をお

願いしている。毎年 4 月に実施している学生定期健康診断は、新型コロナウイルス感染拡大により実施時期
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を 9 月に変更して実施した。 

 

学生寮の設置などの生活環境支援体制については、管理人が２４時間常駐する学生寮を設置している。 

課外活動に対する支援体制としては、本学院におけるクラブ団体は、フォトサークルとホビーサークル、メ

ンズサークルのみであるが、希望者は併設の大学のクラブに加入できるようになっている。また、毎年 10 月

に行われる学園祭は、各科、各クラス全員が参加して、模擬店、ファッションショーなどを企画し、1 年に一回

のお祭りを学生、教職員共に楽しみ、学生生活の充実につなげている。 

しかし、今年度は、コロナ禍のため課外活動は中止、ドレメ祭りは無観客で実施した。 

学生寮については、4 月 5 月は新型コロナウイルス感染症拡大のため閉寮していたが、6 月以降対面授

業実施に伴い、開寮した。例年、夏季休暇中は帰省させていたが、コロナ禍のため、在寮を認め、快適に過

ごせるように冷暖房設備を整備した。 

 

保護者との連携については、本学院では２０１０年度から保護者会を開催し、学生生活、就職関連等の情

報提供をしている。学業成績不振、出席不良者の保護者には、クラス担任、学科長、教務課、学生課とも連

携して対応にあたり、必要に応じて電話連絡や面談等の実施を行うことを方針としている。 

具体的には、1 年生対象に入学時と前期成績通知後の 11 月の 2 回、2 年生対象には 11 月に 1 回実施し

ている。入学時は学内組織の説明、１年間のスケジュール、検定試験、就職等の支援体制など、学生生活

全般について保護者に向けて情報提供をしている。１１月の開催では、主に学科、クラス単位で実施され、

授業内容、検定試験、就職についてなど、担任と保護者との懇談の場となっており、希望者には個別面談の

対応も行っている。しかしながら、今年度はコロナ禍の影響により実施を見送った。保護者には電話による相

談や個別訪問による相談を受け付けることを書面で通知し、対応を行った。 

 

 卒業生・社会人については、系列校、同窓会組織「D.M.J 芳和会」を整備し、イベント、ＳＮＳ、印刷物等さ

まざまな方法を利用して交流することを目標としている。 

主な取り組みとしては、卒業生への支援体制として、就職部が転職、再就職の相談に応じている。また、 

教員のネットワークにより同窓会を開催して卒業生との情報交換から活動状況を把握、卒業生から作品制作

等の手伝いの要望があった場合は、学生たちに依頼し応じている。 

産学連携による卒業後の再生教育プログラムの開発・実施及び社会人のニーズを踏まえた教育環境の整

備は、現時点ではできていない。 
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教育環境   
 

施設・設備等の基本方針に関し学園としては、教育研究環境を確保するために、一つ目は安全・安心な

教育環境の基盤整備とした耐震対策、老朽施設の改善整備を行い、特に老朽化が進行している基幹設備

（ライフライン）については、事故防止や防災機能強化の観点から計画的な更新を行うこと、二つ目はサステ

ィナブル・キャンパスの形成とした省エネルギーや環境負荷の低減に貢献できる整備の推進が必要である。 

主な取組としては、本学院施設の老朽対策については、日常管理のメンテナンス計画を構築した

中で、施設・設備管理を法令に基づき計画的に執行している。また、教育機器類（ミシン類、プ

ロジェクター類、視聴覚機器類）の修理・更新等は本学園購買部及び専門業者と連携し、スポッ

ト的に事後保全として行っており、教育実習に支障ない体制を構築している。なお、2020 年度は、

コロナ禍においてソーシャルディスタンスを確保し「手のアルコール消毒」「机、椅子、機器類の除菌として次

亜塩素酸水 50ppm 等」により学生等への感染対策を実施した。 

 

特に強調したい点として、ＩＴ化による公道を横断した建物間のネットワーク構築により、最新の情報教育

を学べるように教育機器を充実させていることと、本校舎に近接した食堂スペースを授業時間以外の学習支

援の場としたアクティブコモンズスペースとして活用できることが学生相互間の交流の場として貢献している。 

 

学外実習、インターンシップ、海外研修等は本学院としては授業の一環として実施しており、学外実習で

は企業連携の意義を受け入れ企業と共有しつつ関連産業を見聞することで、アパレル産業のリアルな姿を

知ること、インターンシップでは在学中に就職経験を持つことで早くから職業に対する意識を持たせ、さらに

コミュ二ケーション能力の向上を、海外研修についてはグローバルなアパレルビジネスに接することで多くの

刺激と学びを体得することを目的としている。なお、2020 年度はコロナ禍で学外実習、長期インターシップは

実施していないが、海外研修等については、現在は中止予定である。 

 

本学園の防災に対する組織体制の基本方針に関しては、近年の大規模地震等火災以外の自然災害に

備えた防災対策に対応した、本学園の危機管理規程の整備及び消防計画を基に防災体制強化の推進を

行い、教職員・学生等の生命及び身体を災害（地震・火災等）、テロ、感染症等の発生、その他重大な事件

又は事故から守るとともに、本学園の教育研究施設を災害から守る目的で、大地震マニュアル等を作成し、

教職員・学生に周知させている。 

なお、2020 年度はコロナ禍による対応として防災・防火訓練は中止とした。本学園と品川区地域自衛消

防活動隊（夕陽会）との連携も中止となった。 

 

本学園における安全管理体制の劇物・毒物の管理方針に関しては、文部科学省通知「学校における毒

物及び劇物の適正な管理について」を遵守し、公益財団法人 日本学校保健会の「学校における薬品管理

マニュアル」により使用者責任において保管管理に関する点検項目による他、東京都福祉保健局健康安全

部の「劇物・毒物 取扱い、保管・管理の手引」を基に適切に管理を実施している。 

主な取組としては、本学院においてのＰＲＴＲ制度に該当する薬品は使用していないが、医薬用外の劇物

・毒物に関しては、少量の排出があるためパソコンから安全データシート（ＳＤＳ）を確認して、使用教員の専

門的知識の基に保管管理を行っている。 
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学生の募集と受入れ  
 

学生募集活動については、データに基づいた年間計画を立て実施することが必要と考えて適切に実施

している。特に、高等学校等接続する教育機関に情報を提供、連携することは、学生募集をする上で最も

重要と捉えている。 

主な取り組みとしては、高等学校等接続する教育機関に対する情報提供は、アクセスオンラインシステム

（AOL）を導入して、高等学校の情報や来校者情報、資料請求者情報、そのほか教職員の高校訪問情報も

共有できるようになっているため、情報を適切に把握して、高校訪問を専門に担当している入試広報部の職

員が中心となって東京、神奈川、千葉、茨城、埼玉、群馬、栃木の高校を重点的に訪問して行っている。教

員も高校訪問を行い、学校案内、在学生情報などを持参して高等学校等に提供している。また、高校内で

開催されるガイダンス及び出張授業にも積極的に参加して連携を強化している。 

しかしながら、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、4 月以降緊急事態宣言解除後の 6 月

中旬までは、全く高校訪問はできず、ガイダンスも中止されていたため、学生募集活動ができない状態であ

った。そのため、資料などは郵送で情報提供を行った。7 月に入ってからは電話対応或いは受入可能な学

校は訪問し情報を提供。オンラインでの相談やガイダンスも取り入れ、より多くの情報を提供できるようにした。 

学生募集活動については、理事長、院長他全教員、入試広報部職員で構成される学生募集実行委員

会において、入試日程・オープンキャンパス・体験授業や授業見学会などの日程及び内容などについて検

討を行い適切かつ効果的に実施している。入試は、AO 入試・推薦入試・一般入試など多様な入試制度を

設けて志願者の状況に応じている。 

体験授業・授業見学会などを含めたオープンキャンパスは、本学院の学びの特色が理解しやすいように

毎回工夫して年間約２０回に亘って開催している。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 4 月

から 7 月までのオープンキャンパスや授業見学会は、中止せざるを得なかった。その間、資料請求者、特に

受験予定者には手作りマスクを添えて資料を送付した。緊急事態宣言解除後は、土日でも対応するようにし

て ZOOM でのオンライン相談、個別来校の受入を強化して募集活動を進めた。 

8 月以降は、今年度受験予定者限定に定員を設けて感染症対策に充分留意して来校型オープンキャンパ

スを開催している。 

様々な工夫をこらして学生募集を行っているが、現状は、定員を充たすことができない状況である。 

今後一層の工夫が必要と考えている。 

6 月下旬にホームページをリニューアルした。更新頻度を高め、コロナ禍で来校できない方たちへの告知

として学生作品等随時更新、更に SNSを活用して魅力ある情報を発信して認知度を高め学生募集に繋げた

い。 

入学選考については、志願者の状況に応じて多様な入学試験を導入し、入学試験要項に入学試験ごとの

選考基準を明記し、それに従い院長を長とした選考委員が適正に決定している。また、入学後の学生の意

見を反映して授業改善を図ることは、入学者確保の上で重要であると考えている。 

そのため、本学院では新入生アンケート、卒業生アンケート、授業評価アンケートを実施し、入学者の動向

を把握して授業改善に繋げている。 

 

学納金については、社会の経済状況や他校の状況などと比較検討の上、適切な算定を行う必要があると

考えている。また、入学辞退者に対する授業料等の取扱については、社会的ルールに則り適切に対応する

ことは当然と考えおり、本学院においても２００６年度の文部科学省の通知の趣旨に則って敵切な方針を定

めている。 

主な取り組みとしては、本学院では、入学金・授業料、施設設備費など学則で定めた徴収金額及び在学

中にかかる費用を入学試験要項に明示している。 

入学辞退者への返金は、入学試験要項に返金内容を明記して、志願者に周知、適切な取扱いを行ってい

る。入学辞退届により適切に処理している。 
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財 務 
 

財務基盤の安定は、学園及び学校運営の基本となる。このためには、収入の確保と支出の抑制に努める

必要があり、本学院としては、学生の確保を第一の目標として捉えることを基本として、経営改善に取り組む

方針である。 

少子化の進行に加えて服飾産業の構造的な問題による服飾学校への志願者数の減少が続いている中

で、学生の確保は難しい条件が多々あるが、本学園全体で財務基盤の安定を図るため、２００８年からの５ヵ

年を第一期とする中長期計画を策定し、学園収入の基本となる学生の確保を計画的に進めるとともに、人件

費の削減を中心に経費の抑制を進めてきた。 

さらに、２０１６年からの５カ年計画とする第二期中長期計画を策定し、年度ごとの学生確保の目標を掲げ、

計画終了時の２０２０年度には各学校が黒字化する目標のもとに、収支計画の改善を図ることとしている。本

学院は、これまで各科の教育目標をより明確にして入学定員の見直しを図ってきたものの、入学者の確保が

困難な状況が続いている。 

事業活動収支の支出超過の原因については、学生数が減少していることが大きな原因である。 

このため、学生確保に努めるとともに、本学院全体としての効率的なカリキュラムの改革及び教員組織等の

改革に着手することとした。この結果、進学課程であるアパレルデザイン科以外の本学院の４科すべては職

業実践専門課程の認定を受け、最新の知識・技術・技能を身につけられる実践的職業教育に取り組む専修

学校として位置づけられることになり、昨年度には第三者評価を受審し、専門学校として教育活動等の評価

を得て、本学院の特長の見える化を推進して来た。更には、大学等の修学支援に関する法律に基づく確認

大学等に認定され、生徒への修学支援の強化策を獲得して来た。これらの取組みを学生募集の成果に繋

げてゆく方針である。 

一方、ここ数年来、本学院の事業活動収支差額が支出超過の状態が継続していることから、支出内容を

精査し、費用対効果を充分に確認しているかを検証し、収支状況の改善を図るとともに、教員及び職員が収

支状況の現状と経営改善の意識をより一層共有するよう図る必要がある。 

また、学園の経営改善が進む中、本学院の事業活動収支差額が支出超過の状態が継続していることは

大きな課題であり、この改善に積極的に取組む必要がある。 

 

予算編成に際しては、教育目標・中長期計画・事業計画等との整合性に留意しつつ、真に必要な経費を

取りまとめ、経理規程に基づき予算執行を進める方針である。 

予算編成は、まず理事会において翌年度の予算編成方針を審議し、教育目標・中長期計画等に即して、

収支予算の編成方針を明確にしている。この予算編成方針に従い、関係部署が予算要求を行う積み上げ

方式を採用している。予算要求書には、目的・内容・計画及び成果を記入するようになっており、教育目標･

中長期計画及び事業計画等との整合性を図るシステムとなっている。 

また、予算の執行に当たっては、前年度末の理事会において決定された予算書に基づき、関係部署へ予

算が配付され、関係部署は配付された予算内での予算執行を行うこととなる。 

この結果、予算及び予算執行計画に基づき適正に執行している。 

更に、中長期計画に基づく設定目標の達成度については、毎年理事長の下で検証し、全員でデータを

確認している。 

 

法令及び規程に基づく監査にあっては、年間１６回の監事監査が実施されており、学校の管理運営を広

範かつ細部にわたるチェック機能が確立されている。 

また、財務情報等にあっては、財務情報等の公開に関する規程を整備し、学園ホームページ等により学

内外に公開しており、適切に運用している。 

  



 

 16 

法令等の遵守 
 

本学園の諸規則は学校法人の適切運営のために、早い時期から制定作業に着手し、「学校法人杉野学

園管理運営規程」（２００４年７月１日施行）「学校法人杉野学園経理規程」（２００４年８月１日施行）「学校法

人杉野学園文書取扱規程」（２００４年８月１日施行）等が全面的に整備されてきた。本学園の規程関係は、

管理運営・教育運営面において概ね整備されており、法人運営、教育活動にあたっても法令等に従って適

切な対応がなされている。 

本学院においても、教育基本法、学校教育法、専修学校設置基準のもと「ドレスメーカー学院学則」、諸規

程を定めるとともに、それらを遵守しながら教育活動の取り組みが順調に進められている。 

ハラスメントに関してはハラスメント防止・対策委員会において「学校法人杉野学園ハラスメント防止・対策ガ

イドライン」を作成し、本法人理事長へ提出があり、全学生・教職員に周知するとともにホームページに掲載

するなど適切に対応している。 

学生のコンプライアンスに関する相談窓口は、学生部。教員は、院長。事務局は、事務局長となっており、内

容によってはハラスメント防止・対策委員会等に報告することになっている。 

法令等の改正においては、教職員は東京都私学財団の主催する研修会の情報を提供するなど理解を深め

て遵守するよう常に促している。学生に対しては「ファッションロー」に関する特別講義を毎年弁護士の講師

に依頼して行っている。 

 

本学院では、２００５年４月１日の個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、その保護のための対策とし

て、「学校法人杉野学園個人情報の保護に関する規程」（２００５年１２月１５日)を定め適切に運用している。 

個人情報の対象範囲は、相当の広がりを有しているが、規程に詳細に定義している。また、マイナンバーな

ど特定個人情報取り扱いに関する法律の施行に伴い、「杉野学園特定個人情報取扱規程」(２０１６年６月３０

日施行)を定め適切に運用している。 

２０１６年に「学校法人杉野学園セキュリティポリシー」を定めて、情報保護の対策を強化した。学生の成績等

を含む電子データは、二重の防御対策を施した環境内で、ID・パスワードを設定し、情報漏えい対策を講じ

ている。個人情報の取り扱いについては、情報システム課を中心として、データ管理の徹底がされている。 

個人情報の重要性を認識し、適切に取扱うための研修会などを教職員対象に２０１６年度に実施した。 

 

本学院では、２００６年３月、教育と研究水準の向上を図り、組織運営の改善に役立てることを目的に「ドレス

メーカー学院自己点検･評価委員会規程」を制定している。 

「ドレスメーカー学院自己点検･自己評価委員会規程」に基づき、院長を委員長とする自己点検･評価委員

会を組織して、年度はじめに年間計画を立てて実施している。中項目ごとに委員の専門性を活かした担当を

設け分担し、業務の多忙時期と重ならないよう配慮した計画となっている。諸事情により実施できない年度も

あったが、２０１５年度より毎年継続して実施している。点検・評価活動の一環として、２０１０年度より授業アン

ケートを実施している。 

その年度の重点課題に取り組み、達成を図っている。点検・評価結果により取り組みが不十分であるとか、

課題と認定した問題点については、改善できる可能性の高い順に PDCA サイクルで取り組んでいる。 

 

「自己評価報告書」（大項目、中項目）を毎年１月末までにとりまとめ、報告書を基に 2 月、3 月に学校関係

者委員会を開催し意見を聞いている。その後、５月に学校関係者からの所見報告書を受け取り、その内容を

反映させた報告書を７月までにまとめている。ホームページ公表用の「自己評価報告書」（大項目）と合わせ

て、8 月までに完成させている。 

1）学外公表 

2015 年度より「自己評価報告書」（大項目）をホームページのトップに学校情報公開バナーを設置し、その

中で「自己評価報告書」（大項目）を掲載して学外に公表している。入試広報部が問い合わせ窓口となり、図

書館に配置し､閲覧できるように体制を整えている。 

（2）学内公表 

評価結果は活動初年度より、「自己評価報告書」（大項目、中項目）を委員会出席者に配布すると同時に各

部に配置し、公表している。平成 2015 年度より「自己評価報告書」（大項目、中項目）を学内 LAN の
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「doreme」フォルダ内の「ドレメ情報公開」フォルダに収納し、教職員が閲覧できるようシステムを整え、公表し

ている。平成 2017 年度より、図書館にも「自己評価報告書」（大項目、中項目）を配置し､閲覧で公表してい

る。 非常勤講師及び学生に向けては、図書館に「自己評価報告書」（大項目）を配置し､閲覧で公表してい

る。 

 

本学院では、文部科学省の「専修学校における学校評価ガイドライン」に従い、２０１６年４月

に「ドレスメーカー学院学校関係者評価委員会規程」を制定している。 

「ドレスメーカー学院学校関係者評価委員会規程」に基づき、「学校関係者評価委員会」を組織して実施体

制を整備し、２０１６年度より年 2回学校関係者評価委員会を実施している。 

２０２０年度の学校関係者評価委員は、関連業界団体委員 1 名、関連業界の役員１名、教育関係者１名で構

成し適切に選任している。  

学校関係者評価委員より指摘された課題については、改善できる可能性の高い順に取り組んでいる。学校

関係者の所見は学校関係者評価委員会報告書として課題･対策の欄を定めここに改善の進め方を明記し、

PDCA サイクルで改善に取り組んでいる。 

 

学校関係者評価の結果は毎年９月に「学校関係者評価委員会報告書」として改善活動の進め方も合わせ 

て取りまとめている。 

ホームページのトップに学校情報公開バナーを設置しその中で公表している。専任教職員には学校関係者

評価委員会議事録を学内 LAN の doreme フォルダ内のドレメ情報公開フォルダに収納し、公表している。 

 

本学院は、「専門学校における情報提供等への取り組みに対するガイドライン」に基づき本学院の概要、教

育内容等に関する教育情報を積極的にホームページで公開している。ホームページのトップ画面に「学校

情報公開」バナーを設け「教育課程編成委員会議事録」や「職業実践専門課程の申請指定様式（別紙指定

様式 4）」を積極的にホームページで公開している。 

ホームページで公開する他、入学案内でも教育情報を掲載し、学生、保護者には年 2回『D.M.J 会誌』を

配布して教育情報を公開している。関連業界等には教育課程編成委員や来校される関連業界関係者

に入学案内と「D.M.J 会誌」を渡し、広く社会に公表している。 
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社会貢献・地域貢献 
 

本学院の教育資源や施設を社会に提供することは、社会貢献・地域貢献と一環と捉え可能な限り実施し

ている。また、学生に国際的感覚を身につけさせるためには、海外研修の実施や海外の学校との交流を行う

ことが必要と考えている。同時に本学院の教育内容を広く世界に発信するためには留学生の受け入れも重

要と捉え、日本語学校や外国人対象のガイダンスなどで情報を発信している。 

 

主な取り組みとしては、地域の小学生を対象に服作りの楽しさを知ってもらう企画「ドレメキッズスクール」

を毎年開講している。この企画は、制作から着装してファッションショー形式の発表までを行う内容である。ま

た、SDGs 関連の目黒区主催の「目黒リバーサイドフェスティバル」や品川区主催の「しながわ ECO フェステ

ィバル」など様々なイベントに参加して、本学院の特色あるものづくりの体験講座を開講している。 

しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で全て中止とした。 

 

本学園主催の全国ファッションデザインコンテストは、文部科学省、東京都の後援を得て毎年開催し、広く

国内外に公開している。しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で全て中止とした。 

 

施設提供としては、品川区と「災害時における学校施設の使用に関する協定」を締結して品川区の地域

防災計画に基づき避難場所として開放することとしている。また、救援物資備蓄場所としても提供している。 

 

国際交流としては、中国とロシアの大学と交流協定を締結して、毎年本学園主催の「全国ファッションデザ

インコンテスト」に招聘して、特別講義、学生交流を行っている。また、学生の海外研修を企画、海外に触る

機会を提供しているが今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で全て中止とした。 

留学生受け入れは、留学生対象のガイダンスに参加していたが、今年度は参加ができず、オンラインで直

接海外の学生に向けて学生募集を行った。 

 

ボランティア活動については、学生に環境問題など社会問題の解決に意識を持たせることは、学生を教

育する上で大切なことと捉えている。特に 2015 年 9 月の国連サミットで採択された SDGｓについて１７の大き

な目標を認識させることは重要である。 

主な取り組みとしては SDGs 関連の品川区主催の「しながわ ECO フェスティバル」に参加している。また、

エコキャップ回収運動を推進している。「ドレメキッズスクール」では、学生がボランティアスタッフとして授業

の補助を行っている。 

本学院では、学生のボランティア活動への参加推進・支援方針は定めていないが、整備が必要である。 


